
Ｊ
一
は
じ
め
に

グ
グ
ロ
０

肥
後
に
お
け
る
百
姓
一
渓
は
、
天
領
の
天
草
で
は
顔
発
し
て
お
り
、
そ
れ
に

関
す
る
研
究
も
進
ん
で
い
る
が
、
肥
後
藩
（
加
藤
領
・
細
川
領
）
に
つ
い
て
は
、

ま
と
ま
っ
た
論
考
も
見
ら
れ
ず
、
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が

て
現
在
．
の
と
こ
ろ
、
肥
後
藩
の
一
摸
に
つ
い
て
殿
も
多
く
の
件
数
を
記
載
し
て

い
る
の
は
、
全
国
の
一
摸
を
刊
本
に
よ
っ
て
網
羅
的
に
ま
と
め
た
青
木
虹
二

『
百
姓
一
撲
総
合
年
表
』
（
以
下
『
青
木
年
表
』
と
略
記
）
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
江
戸
時
代
の
肥
後
全
体
の
一
摸
件
数
は
、
都
市
騒
愛
・
村

方
騒
動
も
含
め
て
九
四
件
、
そ
の
う
ち
天
領
天
草
が
五
六
件
、
五
箇
庄
が
二

件
、
人
吉
相
良
藩
が
一
件
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
肥
後
藩
の
一
摸
は
三

五
件
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
筆
者
は
い
く
つ
か
の
史
料
を
見
て
い
る
う
ち
に
『
青
木
年
表
』

に
記
さ
れ
て
い
な
い
一
摸
を
五
○
件
近
く
見
出
す
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
本
稿

肥
後
藩
の
百
姓
一
撲
に
つ

次
の
表
は
室
胃
木
舞
圭
表
』
に
．
箪
濯
α
訓
萄
に
よ
》
・
て
半
馴
Ｌ
犬
も
α
を
加

え
て
作
成
し
た
肥
後
藩
の
百
姓
一
撲
年
表
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
年
表
に
つ
い

て
箇
条
書
的
に
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

叫
全
体
の
体
裁
は
『
青
木
年
表
』
に
し
た
が
っ
た
が
、
都
市
騒
擾
・
村
方
職

動
穿
別
表
と
せ
ず
、
一
つ
の
年
表
に
ま
と
め
た
。

②
『
青
木
年
表
』
に
記
載
し
て
あ
る
事
件
に
つ
い
て
は
、
で
き
る
だ
け
原
形

に
近
い
形
で
本
表
に
記
戦
し
た
。
但
し
「
発
生
場
所
」
は
簡
略
に
記
し
、

「
出
典
」
の
項
目
で
は
史
料
名
は
省
略
し
た
。
『
青
木
年
表
』
の
記
載
を
修

正
し
た
り
、
補
足
し
た
り
し
た
場
合
に
は
※
を
付
し
た
り
八
Ｖ
に
入
れ
た

で
は
そ
れ
ら
を
紹
介
し
そ
の
後
で
舵
機
澗
広
一
穣
瓦
あ
り
戎
に
こ
し
て
多

少
の
検
討
を
加
え
て
み
た
い
。

い

て、
ノー

肥
後
藩
の
一
摸
年
表

く

蓑
田
勝
彦

－ 1 －



り
し
た
。

③
年
月
日
の
次
に
※
印
を
付
し
た
事
件
は
、
『
青
木
年
表
』
に
は
な
く
、
筆

者
が
追
加
し
た
も
の
で
あ
る
。

閏
『
青
木
年
表
』
の
事
件
を
全
体
と
し
て
修
正
（
削
除
）
し
た
の
は
次
の
と

お
り
で
あ
る
。

（
Ａ
）
「
百
姓
一
摸
年
表
」
中
に
延
享
三
年
五
月
七
日
、
益
城
郡
浜
町
で
の

銀
札
騒
動
の
記
事
が
あ
る
が
（
一
○
一
頁
）
、
こ
れ
は
「
都
市
騒
擾
年
表
」

に
同
一
記
事
が
あ
っ
て
重
複
と
判
断
さ
れ
る
の
で
削
除
し
た
。

（
Ｂ

「
都
市
騒
擾
年
表
」
に
延
享
三
年
五
月
、
熊
本
町
の
銀
札
騒
動
や
稲

事
が
あ
る
が
（
三
七
二
頁
）
、
出
典
史
料
群
検
討
し
た
結
果
削
除
し
た
。

（
Ｃ
）
「
都
市
騒
擾
年
表
」
の
文
政
三
年
の
項
に
、
八
代
町
で
の
騒
動
が
あ

げ
ら
れ
て
い
る
が
（
三
八
九
頁
）
、
出
典
史
料
を
検
討
し
て
削
除
し
た
。

（
史
料
に
「
八
代
御
城
附
中
」
と
あ
る
の
は
、
熊
本
か
ら
八
代
城
に
派
遣

さ
れ
て
い
た
武
士
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
武
士
た
ち
が
起
し
た
「
騒
動
」

ワ
』
）

で
あ
る
。
）

（
Ｄ
）
「
都
市
騒
擾
年
表
」
の
八
年
代
不
明
Ｖ
の
項
に
熊
本
町
の
銀
札
騒
動

が
記
さ
れ
て
い
る
が
（
四
○
九
頁
）
、
こ
れ
は
『
税
法
棄
略
』
の
記
事
な

ど
か
ら
享
和
二
年
の
事
件
と
判
断
し
、
重
複
す
る
の
で
削
除
し
た
。
（
な

お
『
青
木
年
表
』
で
は
こ
れ
を
享
和
元
年
と
し
て
い
る
が
、
二
年
の
誤
り

で
あ
る
。
）

⑤
「
形
態
」
の
項
に
つ
い
て
・

青
木
氏
は
近
世
の
一
撲
穿
、
百
姓
一
摸
・
都
市
騒
擾
・
村
方
騒
動
・
国
訴
に

四
大
別
し
て
蕊
の
雲
と
し
、
さ
ら
告
些
警
次
の
よ

に
分
類
．

脱
明
し
て
い
る
。

「
逃
散
」
Ⅱ
農
民
が
自
己
の
耕
作
地
を
放
棄
し
て
逃
亡
す
る
こ

「
愁
訴
」
Ｉ
文
書
に
よ
る
嘆
願
お
よ
び
手
続
き
を
ふ
ん
だ
上
級
者
へ
の
訴

え
で
あ
り
、
合
法
的
な
農
民
の
闘
争

「
越
訴
」
Ⅱ
訴
訟
の
手
つ
づ
き
の
さ
い
順
序
に
従
わ
ず
、
段
階
券
と
び
こ

し
て
行
な
う
も
の

「
強
訴
」
Ⅲ
実
力
行
使
に
出
よ
う
と
し
て

群
集
し
て
押
し
だ
し
た
も
の

「
打
ち
こ
わ
し
」
Ⅱ
強
訴
に
破
壊
を
と
も
な
う
も
の

「
不
穏
」
Ⅱ
愁
訴
・
越
訴
よ
り
も
、
農
民
の
取
っ
た
態
度
に
は
強
い
も
の

が
し
ば
し
ば
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
集
合
鯉
度
で
解
散
し
た
も

の
、
な
ど

「
蜂
起
」
Ⅱ
一
部
局
の
打
殴
し
よ
り
は
拡
大
し
た
も
の
で
、
一
国
・
一
藩

的
規
模
の
闘
い

そ
の
他
に
「
張
訴
」
「
箱
訴
」
「
野
諭
」
「
山
論
」
「
水
論
」
「
漁
論
」
、

さ
ら
に
「
逃
散
未
遂
」
や
「
強
訴
禾
遂
」
な
ど
の
分
類
も
説
明
な
し
に
使
用
さ

れ
て
い
る
。
内
容
か
ら
推
測
す
れ
ば
「
張
訴
」
は
張
紙
に
よ
っ
て
要
求
を
訴
え

る
こ
と
、
「
箱
訴
」
は
目
安
箱
に
訴
え
る
こ
と
、
「
野
論
」
「
山
諭
」
「
水
諭
」

「
漁
諭
」
は
、
山
林
原
野
や
水
利
・
漁
場
な
ど
群
め
ぐ
る
争
い
が
一
渓
的
様
相

群
も
つ
酒
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
は
「
百
姓
一
挨
」
の
形
態
分
類
で
あ
り
、
「
都
市
騒
擾
」
に
つ
い
て
も

同
様
の
分
類
が
な
さ
れ
て
い
る
。
本
表
も
こ
れ
に
な
ら
っ
た
が
、
史
料
の
制
約

か
ら
分
類
が
困
難
な
も
の
も
あ
り
、
推
定
に
よ
っ
た
場
合
も
少
な
く
な
い
。
と

く
に
「
愁
訴
」
と
「
越
訴
」
、
「
愁
訴
」
と
「
村
方
騒
動
」
の
区
別
が
し
に
く

い
場
合
が
多
い
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四
一
刀
弘
循
胴
『
唾

先
哩
”
匿
匿
ア
孝
一
＋

（
一
六
○
○
）
‐
士

肥
後
藩
の
百
姓
一
摸
年
表
（
江
戸
時
代
一
六
○
○
’
一
八
六
八
年
）

皿
一
前
城
帥
矢
郭

日
一
発
生
一
場

｜
■
●
■
タ
雲
り
Ⅱ
Ｆ
Ⅱ
ｈ
・
巳
■
』
■
■
■
■
■
■
’

籾
庄
一
屋
排
斥
戸
こ
の
日
、
四
名
訣
伐

僕
ヵ
原
合
戦
の
時
肥
後
に
侵

寧
各
地
へ
。
合
計
二
三
四
人

吐
層
咽
側
月
戸
段
匹
月
二
家
吟
誹
伐

唖
轄
泡
誕
鋤
一
手
倒
瀧
蝿
巷
る

五
三

逮
憾

原
画
塵
・
竃

■
ｒ
ｒ
争
■
弔
弔
用
■
ｊ
■
困
副
引
即
■
ａ
Ｆ
司
呼
■
■
Ｆ
■
Ｂ
■
■
園
Ⅲ
ｒ
ｒ
‐
■
Ｆ
ｒ
Ｐ
凸
■
■
■
ｎ
ｐ
０
■
■
Ｆ
，
口
■
口
』

脈
や
睦
阿
戸
こ
の
ｐ
Ｈ
一
一
心
巧
誹
止
Ⅸ

鳶
順
本
藩
野
聖

水
一
青
ウ
へ
ロ
画
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⑳
宝
永
四
、
一
一
、
一
六

（
一
七
○
七
）

⑳
宝
永
四
、
一
○
、
二
六

（
一
七
○
七
）
’
二
月

唾
（
一
画
鱗
犠
噸
、
一
詔
九
四
以
前
）

⑳
（
一
諏
鵠
守
一
訟
九
、
一
九

、
（
毒
錘
○
垂
一
四
（
？
）

⑰
天
和
三
、
閏
五
、
四

（
一
六
八
三
）

⑬
貞
享
一
、
七
、
三
○

（
一
六
八
四
）

⑲
元
禄
四
、
一
二

（
一
六
九
一
）

⑯
天
和
三
、

（
一
六
八
三
）

⑮⑭⑬、、
へへハハ

ー天一延一延言孤
六 和 六 宝 六 宝 六 孟
八七七七
二二八八七五六匹
一・､ｰ、、シ､曹

一

一

六 一一

、 、

二 二

九七-t

村

宿
殿
認
鑑
賠
誇
織
鰭
釜
苧
怖
鴫

銀
札
騒
動

日
戸
匡
岬
到
月
二
八
人
］
過
半
‘
〔
”
，
不
涛
壷
膨
う
こ
吐
屋
』
捕
縄
』

一
人
牢
死
、
五
名
殊
伐
〕

羅
噸
鯉
議
溌
雌
銀
認
識
醗
判
〔
久

庄
屋
排
斥
〔
成
功
、
こ
の
日
庄
屋
殊
伐
〕

庄
屋
排
斥
〔
不
成
功
、
頭
取
の
四
名
、
こ
の
日
訣
伐
〕

庄
屋
百
姓
と
出
入
、
詳
細
は
不
明
、
〔
こ
の
日
三
名
謙

伐
〕

地
方
出
入
、
二
七
人
引
越

百
姓
と
庄
屋
の
出
入

庄
屋
排
斥

庄
屋
と
百
姓
の
出
入
〔
庄
屋
追
放
さ
る
〕

強
引
な
年
貢
取
立
、
一
七
名
走
り
者
と
な
る

飢
餓

熊
本
京
町
ま
で
大
勢
罷
出

都
市
騒

逃
散

越村村~－河一愁一愁
訴方方方訴訴

騒騒騒

愁 強 一 逃 村
訴訴散方

騒
勤

愁
訴

擾 動動動
』 ●

‐

謎
霞
迩
藤
元
霊
郡
一

畔
蕊
繍
蕊
）

近
世
御
仕
腫
集
成
二
七
九

永
青
文
庫
（
註
２
）

松
井
家
文
書
（
註
３
）

熊
本
藩
年
表
稿
九
九

右
同
一
○
五

永
青
文
庫
（
註
２
）

右
同

右
同

右
同

花
岡
氏
著
寄
（
註
４
）

六
八
八

松
井
家
文
書
（
註
５
）
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元
文
一
、

（
一
七
三
六
）

元
文
三
、

三
七
三
八
）

元
文
五
へ

（
一
七
四
○
）

》
擢
味
三
、

三
七
四
三
）

享
保
二
○
、
二
、
七

（
一
七
三
五
）

享
保
二
○
へ
八
、
二
六

（
一
七
三
五
）
’
二
七

享
保
二
○
、
一
二
※

（
一
七
三
五
）

恥
元
文
‐
一
、
五
、
二
三

（
一
’
七
三
六
）

（
韮
罷
一
一
誤
九
、
三
○
※

（
譲
翁
川
蓉
二
八
以
前
）

享
保
一
五
、
二
※

（
一
七
三
○
）

享
保
一
九
、
一
二

（
一
七
三
四
）

五
、
二
四
※

二
、
一
五

八
、
二
○、

’
二
三

榔
靭
君
ど
ぶ
↑
力
と
三
く
ヵ

益
城
郡
浜
町
外

豊
後
国
海
部
郡
佐
賀
関

麺
醒
榊
菅
握
需
永

確
磁
郵
涯
部
手
永
八
小
坂

玉
名
郡
下
村

飽
田
郡
熊
本
町

阿
蘇
郡
菅
尾
手
永
柏
村

随
爾
獅
高
調
手
泳
上
色
見

村 豊
後
国
鶴
崎
関
手
永
木
田

村肥
後
（
場
所
不
明
）

八
代
郡
上
松
求
麻
村

ゴ
ゴ
綱
Ｉ
判
ね
慎
応
可
葬
剛
小
仙
Ⅲ
Ｈ
胴
一
匡
国
震
た
回
母
宅
ヴ
」

新
郡
代
排
斥

菅
尾
手
永
手
代
、
玉
目
村
庄
屋
な
ど
逮
捕
さ
る
・
詳
細
不
不

明米
騰
、
飢
民
騒
ぐ

減
免
、
郡
代
排
斥
、
頭
取
Ⅱ
庄
屋

年
貢
・
諸
出
銀
へ
の
不
満
、
庄
屋
排
斥

銀
札
の
使
用
強
制
反
対
〔
成
功
、
二
月
一
五
日
停
止
〕

準
癖
叶
癖
甜
孝
雄
錘
弱
踊
脳
洲
家
戸
八
代
価
、
）
き
て
メ

竹
田
領
へ
逃
亡
一
○
○
人
八
一
四
竃
Ｖ

日
向
高
千
穂
へ
一
三
○
人
逃
亡
〔
入
牢
〕

村
役
人
（
山
ノ
ロ
）
排
斥
、
九
四
人
連
判
、
〔
こ
の
日
一

人
釧
首
〕

年
貢
の
件

八
弦
訂
Ｖ

逃
散

張
訴

越
訴

逃髄
散割

却
市
騒
擾

Z唾

訴 潟 訴

肥
後
藩
の
政
治
九
一

物
語
藩
史
八
’
四
六
九

※
城
南
町
史
三
五
一

那
後
藩
の
政
治
一
○
七

脚
本
県
史
総
説
篇
五
五
一

山
田
宇
吉
「
佐
賀
関
史
」

五
一
六

肥
後
藩
の
政
治
一
○
八

肥
後
藩
の
政
治
一
○
六

※
花
岡

著
書
（
註
趣
〉
一
四

認
難
聴七

二
四

末
信
一
Ｃ
八

肥
後
藩
の
政
治
一
○
七

松
井
家
文
書
（
註
５
）

日
本
経
済
叢
書三

’
五
一
五

松
井
家
文
樹
（
註
５
）

永
青
文
庫
（
註
２
）
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⑳
窒
三
、
雄
亭
四
年
三
噌
北
郡
上
久
多
良
木
村

⑬
右
と
同
じ
こ
ろ
※
芦
北
郡
下
久
多
良
木
村

。
（
護
撰
二
月
ｉ
五
月
※
蛎
那
織
総
燕
．

⑳
寛
延
二
、
夏
’
八
月
※
八
代
拠
筒
子
原
村

（
一
七
四
九
）

、
宝
暦
二
、
八
、
三
※
八
代
郡
北
種
山
村

（
一
七
五
二
）

、
宝
暦
二
、
一
二
．
※

北
郡
下
久
多
良
木
村

‐
（
一
七
五
二
）

一
⑬
一
宝
暦
六
、
四
、
二
七
※
一
読
錘
郡
中
嶋
手
永
上
名
連

一
（
一
七
五
六
）

⑭
明
和
四
、
九
・

志
郡
大
津
手
永

（
、
一
・
七
六
七
）

⑮
明
和
四
、
五
※
｜
合
志
郡
平
川
村

（
一
七
六
七
）

⑳
（
訓
御
六
準
一
八
六
Ｖ
飽
田
郡
八
外
Ｖ

⑮
延
享
二

（
一
七
四
五
）

⑳
延
享
三
、

（
一
七
四
六
）

冬
※

五
、
六

錘
代
郡
高
子
原
村
、
松
崎

市益
城
郡
浜
町

庄
屋
排
斥
、
手
永
会
所
ま
で
押
出
す
。
〔
二
人
追
放
、
四

人
入
牢
〕

庄
屋
排
斥
、
〔
不
成
功
、
三
人
追
放
〕

翫
触
塾
咋
似
評
鯛
謝
剛
恥
蝿
涜
酎
准
砺
に
一
伶
舶
甑
〕

東
野
草
馬
場
の
儀
に
付
、
大
勢
熊
本
に
押
出
す
。

庄
屋
排
斥
、
一
四
六
人
が
連
判
〔
成
功
〕

鰯
仕
法
反
対
八
そ
の
他
負
担
軽
域
御
惣
庄
屋
中
連

詳
細
不
明

郡
代
排
斥
、
佐
敷
ま
で
七
千
’
八
千
人
抑
出
す
〔
成
功
〕

年
貢
減
免
、
頭
取
Ⅱ
庄
屋
、
〔
庄
屋
両
名
追
放
さ
る
〕

銀
札
騒
勤
八
札
通
用
六
月
一
九
日
終
る
Ｖ

愁愁 強強張強愁
訴訴訴訴訴訴訴

不
穏

強
訴

愁
訴

都
市
騒
擾

灘
畑
後
藩
の
政
治
九
一

４
語
藩
史
八
’
四
七
○

※
郷
党
歴
代
拾
穂
記
（
註
７
）

松
井
家
文
書
（
註
５
）

熊
本
藩
年
表
稲
一
九
一

松
井
家
文
書
（
註
５
）

癖
綾
輝
購
漣
註
７
）

松
井
家
文
書
（
註
８
）

鯉
搾
薙
率
》
｛
識
岬
｝

松
井
家
文
職
（
註
５
）

右
同

松
井
家
文
醤
（
註
３
）

註
５
）

《
輝
誕
函
」

「
日
本
民

一
八
六

蕊
讐
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＠
責
政
一
、
四
、
一
七
※

（
一
七
八
九
）

６
（
与
劉
八
慨
）

男

｜
、
望
罰
七
伊
七
二
四
謝

一
⑬
天
明
二
心
八

（
一
七
八
二
）

、
（
家
翻
八
一
二
一
※

⑳
（
家
錨
八
一
誤
三
※

③
天
明
四
、

※

⑫
（
云
鋤
八
一
鉢
四

⑬
天
明
六

（
一
七
八
六
）

②
天
明
七
、
五
、
一
八

（
一
七
八
七
）

⑳篭

同 『

玉
一
列

五
、
二
二

益
城
郡
矢
部
手
永

伺
獅
川
尻
町

宇
土
郡
宇
土
町

飽
田
郡
熊
本
町

飽
田
郡
熊
本
町

言
奄
北
剃
圧
涌
・
怯
捌
手
泳

球
磨
川
川
筋
村
点

玉
名
郡
滑
石
村

飽
田
郡
川
尻
町

八
代
郡
上
下
求
麻
村

芦
北
郡
下
久
多
良
木
村

八
代
郡
北
種
山
村

八
代
郡
北
種
山
村

⑫
の
再
発
〔
三
人
国
払
〕

日
冒
抄
月
窒
廊
撒
刀
創

風
水
害
、
困
窮
、
店
町
幕
屋
打
潰

球
贈
川
運
上
免
除
〔
成
功
〕

右
同
〔
成
功
〕

右
同
〔
不
成
功
〕

新
庄
屋
の
就
任
反
対
〔
一
人
国
払
〕

倒
簡
．
米
附

米
騰

惣
庄
屋
の
転
出
反
対

頂
お
の
波
及
、

同
右
の
波
及
、

騒
動
、
九
戸
打
潰

騒
動
、
二
戸
打
潰

愁愁
訴訴

愁忍
訴訂

愁
訴

打打
ここ

わ士

打
こ
わ

爵打
こ
わ
し

茨
こ
士

不
穏

しししI

》
鍵
蕊

右
同

右
同

肥
後
藩
の
政
治
一
五
二

肥
後
藩
の
農
民
生
活二

六
四

職
荊
家
文
書
毎
謹
、
）

松
井
家
文
書
（
註
吃
）

松
井
家
文
書
（
註
５
）

肥
後
川
尻
町
史
年
表
二
九

⑭
⑮
⑮

大
日
本
農
民
史
四
八
八

日
本
凶
荒
史
七
四
九

肥
後
落
吃
画
浩
一
匹
力

郷
党
歴
代
拾
穂
記
（
註
７
）

卿
織
諦
唖
錘
球
杢
睡
二

二
六
四
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⑳
文
化
二
三
※

郡
下
松
求
麻
村

（
一
八
○
五
）

（

召
六
）
※
｜
細
郷
鰻
細
求
＃

＠
文
ｂ
三
、
一

⑳

化

、
五
※
｜
擢
確
帽
海
部
郡
馬
場
・

（
一
八
○
八
）

今
（
故
碓
一
‐
訟
酢
一
二

、
（
雲
岬
○
室
）

⑮
（
毒
岬
○
室
）

⑬． 、 ＠
へへ

一事一享年

gfnAfrij|
己ニゥミ

⑲
（
一
筆
圭
鍵
九
都
）
（
？
）

⑳
寛
政
八
、
六
、
一
七

（
一
七
九
六
）

）
函
へ

五
、
六
※

飽山
田鹿
郡郡
、津
外袋

村

で
。
こ
』
・
両
手
｝
五

一
宮
■
夕
〃
宮
〃
冒
勾
・
■
”

｛
ぬ 阿

蘇
城
村

郡
松
求
麻
の
村
・
べ

同

叩
蝿
睦
準
和
琴
波
〔
蝿
崎
よ
り
派
遮
の
鉄
砲
組
五
百
余
人

椿
と
あ
く
は
い
の
上
納
減
免
を
要
求
〔
一
部
成
功
〕

球
贈
川
運
上
減
免
要
求

杉
水
な
ど
の
鵬
民
、
謎
水
の
件
に
つ
き
八
代
ま
で
押
出
す

灘雷
、所目

正預場
貨所が
にへ現
よ押銭
るかと
預く不
の、釣
回家合
収中
券町現
藩人銭
で数引
約百替
す人に
1－ﾉﾉー1つ

関き
係混
役乱
人、

定
免
制
反
対
、
八
惣
庄
屋
連
名
Ｖ
〔
成
功
〕

懲
覗
潔
聡
富
出
入
か

者
が
徒
党
し
一
村

⑫
｜
以
前
奄
事
礎
内
容
不
詳

下
松
求
麻
の
草
履
掛
に
群
集

駄
賃
米
（
五
里
向
米
）
免
除
要
求
〔
成
功
一
人
死
罪
一

人
所
払
〕

米
騰
、
毅
屋
破
壊
、
数
百
人

一
転
や
一
』
一
・
」
一

強
訴

強
訴

都
市

蕊.．

剛
緬
郷
謎
唾
呼
和
霊
奔

小
国
郷
史
三
八
七

肥
後
藩
の
政
治
一
二
四

※
藻
塩
草
（
註
旧
）

蕊
翰

癖
鍵
撰

米
原
庄
屋
日
記
．

（
熊
本
史
学
一
七
’
四
三
）

党
民
流
説
（
誰
談
一
四
○

四
）

松
井
家
文
響
（
註
旧
）

松
井
家
文
醤
（
註
Ⅷ
）

熊
本
瀞
年
表
稿
二
五
九

松
井
家
文
狸
（
註
員
》
）

右
同
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、
（
燕
一
献
）

、
天
保
七
、
冬

（
一
八
三
六
）

⑯
、
文
政
六
、
四
（
？
）

（
一
八
二
三
）

⑰
文
政
六
、
五

（
一
八
二
三
）

⑱
天
保
二
、
九

五

．

三
八
三
一
）

⑳
文
化
八
、
一
二

（
一
八
一
一
）

⑳
文
化
八
、
一
二

（
一
八
一
、
一
）

李
勤
酢
訣
一
、
二

、

・
文
化
九
（
？
）

．
（
一
八
一
二
）

⑬
文
化
一
○

・
（
一

一
三
）

・
・
（
誕
碓
一
座
）

、
文
化
一
四
、
五

⑮
、
文
政
一
、
夏

．
（

八
一
八
）

商
業
統
制
に
反
対
？
紙

毒

曹
を
要
求

右
同
、
再
発

町
捌
型
二
唾
仕
憧
悪
き
た
辻
そ
の
家
屋
群
耐
鐘

米
騰
、
金
持
打
潰

村
点
百
姓
共
徒
党
強
訴
〔
こ
の
年
裁
決
〕

岡
藩
一
侯
の
余
波
、
銭
一
二
○
貫
拝
借
要
求
〔
鏑
圧
〕

・
八
四
○
人
入
牢
、
三
九
名
処
罰
Ｖ

岡
藩
一
僕
の
余
波
、
庄
屋
に
対
し
野
開
運
上
銀
延
期
要
求

〔
鎮
圧
〕
八
四
○
名
処
罰
Ｖ

余
波
、
再
発

詳
細
不
明

凶
作

庄
屋
排
斥
、
寺
院
に
集
合

年
貢
へ
の
不
満
、
両
村
合
同
集
会
の
企
て

分
水
問
題
で
大
勢
騒
動

強
訴

掘
割

打
こ
わ
し

強
訴
未
遂

オ
箭

不越刀
穏訴潟

不
穏

不
穏

不
穏

不
穏こ

わ
し

牛
津
町
史
一
℃
一

御
仕
侭
例
規
集
、
鴇
類
一

花
岡
氏
著
書
（
註
挫
蚕
○

肥
後
藩
の
政
治
一
八
○

松
井
家
文
書
（
註
帖
）

右
同

右
同

荊
仙
瞬
岬
阿
鼻
型
福
誌
置
ご
琴
淀
川
毎
』○

○

肥
後
文
化
史
の
研
究
一
九

八松
井
家
文
繊
（
註
５
）

党
民
流
説
（
磯
談
下
匹
Ｃ

四
）

右
同

右
同
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、
（
家
醍
畔
三
）
（
？
）

⑫
元
治
ミ
ニ
、
中
旬

（
一
八
六
四
）

（
鐙
砺
六
舌

◎
明
治
二
、
八

（
一

八
六
九
）

（
註
叫
）
「
税
法
蕊
略
」
三
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
「
上
妻
文
庫
」
の
う
ち
）

（
註
巧
）
「
先
例
略
記
御
知
行
所
之
部
」
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
松
井
家
文
書
四
六
四
）

（
註
帖
）
「
先
例
略
記
雑
」
（
右
同
、
松
井
家
文
書
四
五
四
）

な
お
、
、
の
仏
原
村
の
事
件
に
つ
い
て
は
、
（
註
２
）
の
「
詠
伐
帳
」
な
ど
多
く
の
史
料
に
記
さ
れ
て
い
る
。
（
た
と
え
ば
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
「
上
妻
文
庫
」

一
○
三
な
ど
）

△
印
は
豊
後
国
内
の
細
川
領
で
の
事
件
◎
印
は
明
治
三
年
ま
で
の
事
件

（
註
１
）
・
「
芦
北
郡
之
内
田
補
村
百
姓
治
部
少
乱
之
時
礎
州
江
取
越
候
人
数
帳
．
」
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
に
寄
託
の
「
永
青
文
庫
」
の
う
ち
）

（
註
２
）
「
訣
伐
帳
」
（
右
同
「
永
青
文
庫
」
の
う
ち
）

（
註
３
）
「
追
放
非
人
組
全
」
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
松
井
家
文
書
）

（
註
４
）
花
岡
興
輝
「
近
世
大
名
の
領
国
支
配
の
構
造
」

（
註
５
）
「
先
例
略
記
畢
御
知
行
方
懲
悪
之
部
」
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
松
井
家
文
書
）

（
註
６
）
「
年
代
日
記
」
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
「
上
妻
文
庫
」
の
う
ち
）

（
註
７
）
上
益
城
郡
矢
部
町
男
成
神
社
蔵
（
松
本
寿
三
郎
氏
の
御
好
意
に
よ
り
同
氏
の
筆
写
原
稿
を
利
用
さ
せ
て
戴
い
た
）

（
註
８
）
「
先
例
略
記
市
在
之
者
徒
党
」

熊
本
大
学
附
属
図
書
館
蔵
、
松
井
家
文
書
）

（
註
９
）
大
村
庄
助
「
肥
後
経
済
録
」
（
熊
本
県
立
図
脅
館
蔵
、
写
本
）

（
註
Ⅷ
）
「
万
覚
帳
」
（
芦
北
郡
津
奈
木
町
鳥
居
保
氏
蔵
）

（
註
Ⅲ
）
「
覚
」
（
熊
本
大
学
附
属
図
書
館
蔵
へ
松
井
家
文
書
一
○
六
八
）

（
註
枢
）
「
求
麻
川
筋
連
上
一
件
記
録
書
抜
」
（
右
同
、
松
井
家
文
書
）

（
註
枢
）
「
求
麻
川
筋
連
上
一
件
記
録
書
抜
」
（
右
同
、

（
註
旧
）
「
藻
塩
草
」
巻
五
二
（
熊
本
県
立
図
書
館
蔵
）

飽
田
郡
川
尻
町
周
辺

_塵-患一
郵
噸
畔
惟
確
釦
織
地
織
止
群
搾
認
達
嶺
喉
責
誕
浄
地
震
鋤

物
価
騰
貴
、
貧
民
騒
動

百
姓
一
侯

庄
屋
排
斥

不
穏

愁
訴

宮
崎
県
百
姓
一
侯
史
料
六

八 佐
賀
僕
町
史
五
一
九

申
州
肌
睡
叫
．
口
狸
重
毛
言
種
〆
受
呼
別
判
」

八
九
○

肥
後
川
尻
町
史
三
九
三
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Ｊ三
一
摸
の
様
相

く

つ
ぎ
に
表
中
の
一
渓
の
う
ち
、
あ
る
程
度
く
わ
し
い
こ
と
が
わ
か
る
も
の
、

ま
た
は
説
明
が
必
要
と
思
わ
れ
る
事
件
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
記
し
て
お
き

た
い
。
た
だ
し
、
既
刊
書
に
紹
介
さ
れ
た
も
の
や
史
料
の
刊
行
さ
れ
て
い
る
も

の
に
つ
い
て
は
、
紙
数
の
関
係
で
原
則
と
し
て
省
略
し
た
。
（
引
用
は
と
く
に

断
ら
な
い
限
り
、
表
中
の
「
出
典
」
の
史
料
に
よ
る
）

①
の
事
件
に
つ
い
て

こ
れ
は
関
が
原
の
役
を
き
っ
か
け
に
、
芦
北
郡
田
浦
村
の
百
姓
二
三
四
人

（
男
八
九
人
、
女
一
○
三
人
、
下
人
ニ
ハ
人
、
下
女
二
六
人
）
が
、
牛
馬
四
二

疋
と
と
も
に
薩
摩
に
逃
散
し
た
事
件
で
あ
る
。
そ
の
時
期
は

側
慶
長
五
年
九
月
二
七
日
一
○
五
人

②
同
年
一
○
月
六
日
・
二
五
人

と
二
回
で
多
数
が
出
て
お
り
、
つ
い
で
③
慶
長
一
○
年
に
三
人
側
同
一
二
年
に

三
人
⑤
同
一
三
年
に
二
人
⑥
同
一
八
年
に
五
人
、
寛
永
九
年
一
○
月
に
一
人
と

な
っ
て
い
る
。
行
先
は
出
水
（
高
尾
野
・
野
田
な
ど
）
が
圧
倒
的
に
多
い
が
、

大
口
・
川
内
・
阿
久
根
・
串
木
野
・
加
治
木
・
鹿
阿
島
・
菱
刈
・
大
隅
な
ど
も

あ
る
。

慶
長
五
年
に
二
二
○
人
が
出
て
い
る
が
、
こ
れ
は
肥
後
に
侵
入
し
た
島
津
軍

が
徴
発
し
た
農
民
を
《
撤
退
の
と
き
、
そ
の
ま
ま
牛
馬
と
と
も
に
連
れ
去
っ
た

の
も
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
、
通
常
の
「
逃
散
」
と
は
ち
が
っ
た
意
味
あ
い
を

も
つ
事
件
と
も
言
え
よ
う
が
、
こ
の
こ
ろ
は
全
国
的
に
逃
散
の
多
発
し
た
時
期

で
も
あ
り
、
戦
乱
と
は
関
係
な
い
慶
長
一
○
年
以
後
に
も
五
回
、
一
四
人
が
薩

（
４
）

摩
に
去
っ
て
い
る
の
で
、
一
・
応
兆
蕊
啓
と
し
て
扱
っ
て
お
き
た
い
。

＠
の
事
件
に
つ
い
て

こ
れ
ま
で
最
初
の
「
銀
札
騒
動
」
は
、
第
二
回
目
発
行
の
と
誉
起
っ
た
⑪
の

事
件
と
さ
れ
て
い
た
が
、
第
一
回
発
行
時
に
す
で
に
起
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
の
で
、
次
に
関
係
史
料
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

㈹
「
同
年
（
宝
永
四
年
）
十
月
廿
六
日
早
天
ヨ
リ
銀
札
捨
ル
と
申
出
一
国
厨
動

ス
、
夫
方
十
一
月
上
旬
比
迄
札
一
匁
二
付
弐
分
縄
之
取
斌
候
而
米
壱
俵
百
三

拾
目
ホ
ト
売
買
ス
、
一
切
之
売
物
右
之
通
質
物
ヲ
請
カ
ヘ
ス
」
（
『
年
代
日

記
』
）

⑧
「
同
年
（
宝
永
四
年
）
丁
亥
十
一
月
銀
札
騒
動
、
元
禄
葵
未
年
ヨ
リ
銀
札
出

テ
宝
永
四
年
マ
テ
五
年
ニ
テ
相
止
ム
、
銀
札
百
目
二
米
一
俵
イ
タ
セ
シ
ナ

リ
」
（
『
郷
党
歴
代
拾
穂
記
』
）

。
「
今
度
札
遣
之
儀
二
付
町
方
殊
之
外
騒
鋤
い
た
し
候
間
、
小
路
廻
り
共
無
油

断
随
分
廻
り
候
而
、
烏
乱
之
鉢
之
も
の
随
分
押
候
様
二
急
度
可
被
申
渡
候
」

「
町
方
質
屋
へ
大
勢
質
物
請
取
候
も
の
集
り
、
其
外
何
角
と
商
売
物
有
之
所

へ
集
り
申
由
二
候
」
（
「
永
青
文
庫
」
の
う
ち
『
奉
行
所
日
帳
抄
出
」
宝
永

四
年
十
月
廿
九
日
）
「
御
町
中
質
屋
一
二
昨
日
迄
ハ
殊
外
込
相
人
憲
二
而
候

処
、
昨
日
宕
込
相
も
余
ほ
と
止
、
今
朝
潜
差
而
人
毒
も
無
之
由
、
次
第
二
静

二
相
成
可
申
と
被
存
候
」
（
同
前
、
十
一
月
一
日
）

「
町
方
之
者
共
、
此
節
諸
色
を
資
込
殊
外
騎
敷
趣
二
相
聞
江
候
、
右
之
通
む

さ
と
買
込
不
申
様
二
可
有
之
申
付
候
、
商
売
物
等
も
平
生
之
通
相
心
得
、
蔀

杯
祁
置
不
申
、
銀
札
致
通
用
候
様
二
急
度
別
当
共
へ
可
有
御
申
渡
候
（
中
略
）

其
内
ハ
騒
不
申
様
二
早
女
可
有
御
沙
汰
候
」
（
同
前
十
一
月
四
日
）

「
御
町
質
屋
共
一
雨
夏
之
衣
類
を
戊
請
返
候
故
、
人
込
多
質
屋
及
難
儀
申
由

二
候
、
依
之
夏
之
衣
類
〈
至
来
春
請
返
候
様
質
屋
へ
申
渡
有
之
候
様
二
、
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・
御
町
奉
行
衆
へ
令
沙
汰
候
』
（
同
前
、
十
一
月
四
日
）
「
銭
遣
之
事
諺
壱
匁

二
付
八
拾
文
二
て
候
処
、
当
時
取
遣
不
自
由
二
て
末
を
及
難
儀
候
間
、
壱
匁

二
付
七
拾
文
二
取
遮
仕
候
様
二
被
仰
付
被
下
候
様
二
と
、
当
御
町
惣
月
行
司

霜
付
表
指
出
候
御
町
中
無
不
同
壱
匁
二
付
而
七
拾
文
宛
二
取
遮
仕
候
様
二

可
有
御
沙
汰
候
」
（
同
前
、
十
二
月
十
日
）

こ
の
第
一
次
銀
札
は
『
肥
後
藩
の
政
治
』
で
は
「
宝
永
六
年
（
一
七
○
九
）

（
５
）

ま
で
続
い
た
と
い
う
」
と
あ
る
が
、
⑧
の
史
料
に
は
宝
永
四
年
で
停
止
と
あ

り
、
こ
の
十
二
月
十
日
の
記
事
は
そ
の
う
ら
づ
け
に
な
る
も
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

⑳
の
事
件
に
つ
い
て

『
青
木
年
表
』
は
『
肥
後
藩
の
政
治
』
に
し
た
が
っ
て
五
月
七
日
と
し
て
い

る
が
、
『
郷
党
歴
代
拾
穂
記
』
は
次
に
見
る
よ
う
に
六
日
と
し
て
い
る
の
で
、

本
表
で
は
そ
れ
に
従
っ
て
五
月
六
日
と
し
た
。

「
二
月
十
九
日
ヨ
リ
同
廿
四
日
迄
銀
札
札
座
ニ
テ
引
替
、
一
色
銀
札
遣
仰
付
ラ

ル
、
．
同
三
月
中
旬
ヨ
リ
札
二
割
下
ヶ
、
夫
レ
ョ
リ
段
凌
引
下
ケ
、
四
月
末
二
至

り
四
五
割
下
ケ
、
五
月
六
日
ヨ
リ
騒
動

同
十
五
日
昼
時
分
二
先
札
二
質
物
ナ

ド
相
渡
間
敷
ト
御
触
マ
ハ
ル
」
．

⑳
の
事
件
に
つ
い
て

０
へ
侭
○
）

‐
こ
れ
は
す
で
に
旧
稿
に
記
し
た
と
お
り
、
肥
後
藩
史
上
股
大
規
模
の
一
摸
で

あ
る
。
も
し
七
千
’
八
千
と
い
う
数
字
が
正
し
け
れ
ば
、
、
芦
北
郡
総
人
数
の
三

Ｉ
四
人
に
．
一
人
と
い
う
動
員
数
と
な
る
・
・
し
か
も
こ
の
一
摸
に
は
佐
敷
・
田
浦

手
永
は
参
加
し
て
い
な
い
か
ら
、
参
加
率
は
さ
ら
に
高
い
も
の
と
な
る
。
さ
ら

に
⑰
、
の
事
件
も
同
時
期
に
同
郡
北
部
（
田
浦
手
永
）
で
起
っ
て
い
る
の
で
、

（
７
）

小
藩
な
ら
一
藩
規
模
の
「
蜂
起
」
と
も
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
重
複
は
さ
け
て
、

旧
稿
に
洩
れ
て
い
る
鳥
居
家
文
喪
の
「
万
覚
帳
」
の
関
係
部
分
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
。延

茜
年
巻
芦
北
郡
塵
叢
警
企
、
致
徒
党
大
勢
催
シ
職
罷

出
、
御
番
代
続
弾
右
衛
門
殿
江
鱒
付
相
達
、
騒
勅
不
軽
率
二
付
、
御
奉
行

所
か
御
案
文
一
両
薩
州
小
川
内
御
番
人
江
取
遣
之
紙
面

蕊
雌
蕊
灘
鯛
灘
榊
瀧
瀧
癒

事
済
申
候
、
右
之
通
之
儀
皇
付
、
御
国
隣
故
仰
山
二
被
有
御
聞
及
た

る
儀
も
可
御
座
哉
、
兼
夜
御
心
安
御
取
遣
を
も
致
候
儀
二
候
間
や
御

内
食
為
御
知
如
是
二
御
座
候
、
恐
偲
識
言久

木
野
七
右
傾
門

三
月

丸
田
利
兵
衛

殿

丸
田
小
左
術
門

猶
女
右
之
通
二
て
御
座
候
得
共
、
叉
左
願
出
様
子
喜
ぶ
万
一
其
御
領

内
な
ど
へ
、
右
匿
堂
内
罷
越
候
儀
搭
之
候
ハ
、
、
不
被
差
瞳

鳥
御
取
計
、
早
簿
在
仕
候
逮
被
仰
付
可
被

御

頼
申
置
事
二
御
座
候
、
以
上

な
お
同
史
料
で
は
、
同
年
七
月
に
久
木
野
手
永
惣
庄
屋
久
木
野
七
右
術
門
か

ら
、
芦
北
郡
奉
行
（
の
ち
の
郡
代
）
の
大
村
源
内
あ
て
に
「
私
手
永
之
俄
惣
銃

方
二
相
成
申
候
」
と
、
こ
の
一
侯
が
完
全
に
鎮
静
し
た
と
の
報
告
粥
が
出
さ
れ

て
い
る
。

＠
の
事
件
に
つ
い
て

矢
部
手
永
の
名
連
石
村
（
事
件
当
時
は
中
嶋
手
永
に
属
す
）
の
庄
屋
源
次
郎
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が

平
元
文
三
年
金
畝
に
上
部
米
の
件
で
不
正
群
は
た
ら
蛍
、
翌
年
そ
れ
ガ
ー
雅
人
に

知
れ
て
紛
争
が
お
こ
り
、
そ
の
紛
争
が
も
と
で
、
村
が
上
村
（
の
ち
の
上
名
連

石
村
）
と
下
村

（
の
ち
の
名
連
石
村
）
．
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
た
。
そ
の
後
、
村

境
の
土
地
と
そ
の
年
貢
負
担
を
め
ぐ
っ
て
二
村
の
紛
争
が
続
き
、
「
下
村
御
百

執
共
三
拾
人
余
御
府
中
二
罷
出
滞
居
申
候
」
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
そ
こ
で

藩
は
、
庄
屋
源
次
郎
と
百
姓
た
ち
を
対
決
さ
せ
た
結
果
、
す
べ
て
源
次
郎
の
不

適
切
な
処
置
か
ら
事
件
が
お
こ
っ
た
と
し
て
、
源
次
郎
を
釧
首
の
刑
に
処
し
た
。

な
お
処
刑
の
年
を
「
謙
伐
帳
」
で
は
宝
暦
六
年
、
「
郷
党
歴
代
拾
穂
記
」
で

は
宝
暦
五
年
と
し
て
い
る
が
、
「
詠
伐
帳
」
に
し
た
が
っ
て
六
年
と
し
た
。

（
日
付
は
同
じ
で
あ
る
。
）

⑳
と
⑮
の
事
件
に
つ
い
て

恥
・
＠
の
事
件
で
出
さ
れ
た
要
求
は
『
青
木
年
表
』
に
あ
る
「
専
売
仕
反
対
」
だ

け
で
は
な
い
。
，
要
求
は
一
五
一
項
目
あ
り
、
内
容
は
あ
ら
ゆ
る
面
に
わ
た
っ
て

い
る
と
い
づ
て
よ
く
、
「
佐
敷
御
番
代
御
用
宅
内
外
井
戸
覆
井
つ
る
へ
之
事
」

な
ど
の
よ
う
に
、
あ
る
地
域
特
有
の
、
ま
た
微
細
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
。

し
か
し
要
求
の
内
容
は
す
べ
て
農
民
の
負
担
軽
減
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
点
か
ら
見
れ
ば
『
百
姓
一
摸
」
と
考
え
て
よ
い
。
つ
ぎ
に
＠
の
事
件
の
要
求

は
、
『
青
木
年
表
』
に
あ
る
よ
う
に
定
免
制
反
対
で
あ
る
。
こ
の
要
求
に
よ
っ

て
か
二
歩
米
は
一
歩
半
米
に
、
上
米
三
万
石
は
二
万
石
に
ひ
き
下
げ
ら
れ
て
い

る

‐
●
ま
た
、
そ
の
要
求
に
あ
た
っ
て
「
強
而
被
行
候
ハ
、
右
二
申
上
候
通
、
必

定
及
彼
候
者
多
、
心
得
違
之
者
も
出
来
可
仕
哉
、
左
候
得
討
其
節
二
至
取
静
難

成
、
却
画
御
難
題
筋
を
引
起
」
へ
『
税
法
蕊
略
』
）
と
、
藩
に
対
す
る
脅
迫
め

い
た
言
辞
も
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
事
件
の
要
求
内
容
は
農

民
の
立
場
に
た
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
か
「
百
姓
一
侯
」
と
す
る
・
の
に
疑

贋
を
鯉
じ
る
の
は
、
要
求
濯
た
ち
力
惣
日
匡
と
↓
ぅ
有
石
犬
力
Ｅ
て
茂
層

肥
後
藩
の
惣
庄
屋
は
、
二
○
’
三
○
力
村
を
た
ば
ね
る
「
手
永
」
の
長
で
、

も
と
は
「
そ
の
地
域
の
土
豪
の
系
譜
を
も
つ
有
力
者
で
、
村
庄
屋
以
下
と
は
身

へ
８
）

分
的
に
も
違
っ
た
階
層
と
し
て
扱
わ
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、

の
ち
に
は
「
藩
は

こ
れ
ら
惣
庄
屋
か
完
全
に
地
方
行
政
の
末
端
機
構
の
中
に
く
り
込
み
、
彼
等
に

純
官
庶
的
注
絡
を
有
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
頻
繁
な
所
替
に
よ
っ
て

惣
庄
層
地
域
と
の
繋
り
を
失
範
に
い
た
っ
た
と
言
わ
れ
る
．
こ
の
よ
う
に

惣
庄
屋
は
、
藩
の
末
端
官
僚
的
存
在
で
あ
り
、
、
庄
屋
の
よ
う
に
腿
民
の
中
か
ら

選
ば
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
、

こ
の
要
求
を
出
す
に
あ
た
っ
て
、
惣
庄
屋
た
ち
が
農
民
の
要
求
を
く
ゑ
上
げ

る
た
め
の
特
別
の
行
動
を
と
っ
た
と
か
、
惣
庄
屋
の
集
会
を
ひ
ら
く
よ
う
に
農
ｊ

民
側
か
ら
つ
き
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
事
実
を
示
す
史
料
も
見
ら
れ
な
い
。
も
ち
－３

ろ
ん
農
民
の
要
求
は
、
瀕
繁
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
、
そ
れ
が
１

惣
庄
屋
た

を
一
致
し
て
藩
に
要
求
を
出
さ
せ
る
ま
で
の
力
が
あ
っ
た
か
ど
う
一

か
は
、
他
の
一
摸
の
発
生
状
況
か
ら
考
え
る
と
疑
わ
し
い
・
し
た
が
っ
て
大
江

志
乃
夫
氏
の
ご
と
く
、
こ
の
惣
庄
屋
連
名
に
よ
る
要
求
を
、
肥
後
藩
の
農
民
の

「
統
一
戦
線
」
の
成
立
と
評
価
す
る
の
に
は
疑
問
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
例
え
ば
、
＠
の
事
件
の
主
要
な
要
求
の
一
つ
で
あ
る
櫨
実
採
集
法
に
関

す
る
項
目
に
つ
い
て
、
「
こ
の
願
い
書
は
、
惣
庄
屋
、
つ
ま
り
村
の
な
か
で
は

地
主
で
あ
る
よ
う
な
上
層
の
有
力
農
民
が
、
そ
の
立
場
で
書
い
た
も
の
で
あ
る

こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
専
売
制
に
反
対
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
専
売
制
の
な

か
靖
分
ら
蔚
実
の
売
買
農
ぎ
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
性
格
が
あ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
．

こ
の
よ
う
に
あ
る
程
度
の
疑
問
は
残
る
が
、
二
つ
の
事
件
に
見
ら
れ
る
要
求



の
内
容
は
農
民
側
に
た
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
ま
た
そ
れ
が
ど
の
程
度
の
も

の
で
あ
っ
た
か
は
別
と
し
て
、
そ
の
背
後
に
偲
民
の
要
求
が
強
く
働
い
て
い
た

こ
と
な
ど
か
ら

》
い
ち
お
う
一
渓
と
し
て
扱
っ
て
お
く
が
、
今
後
の
検
討
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

⑲
⑳
③
、
の
事
件
に
つ
い
て

江
戸
時
代
の
球
磨
川
は
、
八
代
ｌ
人
吉
を
結
ぶ
最
も
重
要
な
通
路
と
し
て
大

い
に
舟
運
が
発
達
し
た
が
、
「
他
国
他
領
を
受
候
所
柄
二
付
、
自
他
之
船
入
交

運
漕
仕
印
ど
い
う
河
川
と
し
て
、
通
行
の
川
船
す
べ
て
か
ら
運
上
を
と
り
た
て

て
い
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
事
件
に
関
係
す
る
村
点
に
と
っ
て
は
、
「
高

田
手
永
両
松
求
麻
村
之
儀
老
、
山
奥
遠
入
込
、
一
向
牛
馬
之
通
路
無
之
、
求
麻

川
通
船
之
便
を
以
立
居
候
所
擁
』
と
記
さ
れ
る
よ
う
に
、
球
磨
川
舟
運
は
圧
倒

的
な
重
要
性
を
も
っ
て
い
た
。
し
か
も
後
述
す
る
よ
う
に
（
⑯
⑰
の
事
件
の
項

を
参
照
）
、
こ
の
舟
運
に
よ
っ
て
八
代
町
に
産
物
を
出
さ
な
け
れ
ば
、
村
の
経

済
は
な
り
た
た
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
地
区
の
人
点
に
と
っ
て
、
川
船
に
か
け
ら
れ
る
遡
上
が

平
素
か
ら
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
が
、
天
明
の
大
飢
鐘
に
際
し
て
「
御
百
姓
取

続
申
候
手
段
如
何
鉢
二
茂
難
成
、
当
時
二
至
申
候
而
者
及
急
飢
申
者
多
ク
御
座

塗
と
い
う
状
醤
お
か
れ
た
た
め
、
一
年
間
の
運
尭
除
鼠
い
出
た
の
で

あ
る
や
こ
れ
Ｉ
対
し
て
藩
が
「
求
麻
御
領
其
外
他
御
領
江
積
出
候
品
」
を
除
い

て
、
つ
ま
り
領
内
限
り
の
輸
送
品
に
つ
い
て
、
運
上
免
除
を
認
め
た
の
が
、
＠

の
事
件
で
あ
る
。

・
こ
れ
を
知
っ
た
対
岸
の
村
民
が
、
同
じ
免
除
を
要
求
し
て
成
功
し
た
の
が
＠

の
事
件
で
、
免
除
さ
れ
た
の
は
佐
敷
手
内
の
漆
河
内
６
告
・
錬
瀬
・
長
沢
・
平

沢
津
ｐ
才
木
の
六
か
村
、
田
浦
手
永
の
白
石
・
龍
瀬
・
上
蔀
・
海
路
・
高
田
辺

瀬
戸
石
・
鎌
瀬
《
与
奈
久
・
破
木
の
九
か
村
、
計
一
五
か
村
で
あ
っ
た
。
・
続
い

て
、
同
じ
田
浦
手
永
の
田
之
宇
楚
・
上
良
木
（
「
上
良
石
」
の
誤
記
か
）
・
上

爾
喰
・
下
錨
喰
の
四
か
村
が
同
じ
要
求
を
出
し
だ
が
、
こ
れ
ら
は
球
磨
川
に
直

接
し
て
は
い
な
い
村
女
で
あ
っ
た
た
め
か
、
不
許
可
と
な
っ
た
（
⑳
の
事
件
）
。

こ
の
運
上
の
免
除
は
、
は
じ
め
一
年
限
り
と
さ
れ
て
い
が
、
凶
作
・
飢
鐘
が

う
ち
続
く
情
勢
の
も
と
で
、
結
局
文
化
二
（
一
八
○
五
）
年
ま
で
二
○
年
以
上

も
続
け
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
文
化
三
年
に
は
運
上
が
復
活
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
こ
の
時
も
艇
民
た
ち
の
強
い
要
求
の
た
め
か
、
以
前
は
十
分
の
一
だ
っ

た
竹
木
の
運
上
が
一
五
分
の
一
、
以
前
は
「
川
口
御
番
所
御
定
式
」
に
よ
っ
て

い
た
他
の
品
食
の
運
上
は
、
「
押
立
候
品
」
は
以
前
の
半
高
の
運
上
、
「
卿
之

品
』
は
無
運
上
と
さ
れ
た
。
、
の
事
件
は
、
さ
ら
に
そ
の
運
上
の
減
額
を
要
求

し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
受
け
い
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。

⑳
の
事
件
に
つ
い
て

『
郷
党
歴
代
拾
穂
記
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

（
寛
政
元
年
）
四
月
十
六
日
、
御
惣
庄
屋
所
替
ノ
開
へ
ア
リ
、
餓
惣
庄
屋

布
田
桂
右
衛
門
川
部
忠
次
兄
ナ
リ
矢
部
二
仰
付
ラ
レ
、
間
部
忠
次
殿
鮒
二
仰
付

ラ
ル
由
内
意
ノ
飛
脚
会
所
二
来
ル
（
中
略
）
同
十
七
日
、
所
替
ノ
事
相
知

レ
ヶ
レ
ハ
浜
町
御
家
人
其
外
親
睦
ノ
者
今
日
出
府
ス
、
在
中
ヘ
モ
相
知
ヶ

レ
ハ
七
十
八
ケ
村
ノ
庄
屋
其
外
小
頭
・
山
ノ
ロ
・
在
御
家
人
聞
付
食
べ

直
二
今
昼
ヨ
リ
晩
夜
通
シ
ニ
我
モ
ノ
、
ト
熊
本
ニ
出
、
是
間
部
忠
次
矢
部

ヲ
離
し
鏡
二
行
ケ
ル
ヲ
惜
テ
ナ
リ
、
然
面
同
十
八
日
。
十
九
日
、
各
所
替

御
改
ノ
願
書
ヲ
調
、
御
郡
代
高
瀬
文
平
宅
二
皆
盈
至
ル
、
大
勢
行
ケ
ル

故
、
コ
ハ
何
事
ノ
出
来
シ
ナ
ラ
ン
ト
知
ラ
ヌ
者
ハ
云
ケ
ル
、
（
中
略
）
先

当
分
鹸
入
替
之
名
前
迄
ニ
テ
、
入
替
二
及
ハ
ス
相
勤
ヘ
キ
由
仰
付
ラ
ル
ニ

－14－



ヨ
リ
叩
打
・
一
Ｅ
タ
モ
織
州
↓
坪
三
Ⅱ
畜
力
《
八
，
上
寺
ｒ
二
〆
一
一
二
Ｅ
‐
ハ
ヨ
ロ
壬
須
山
ツ
ラ
彰

扱
も
大
騒
動
ナ
リ

‘
間
部
家
は
、
す
ぐ
れ
た
人
物
を
出
し
た
家
柄
の
よ
う
で
、
こ
の
忠
次
の
養
子

忠
石
衛
門
も
「
臆
・
田
迎
・
沼
山
津
郷
総
庄
屋
に
し
て
、
里
民
の
為
め
に
利
を

興
し
害
を
除
き
、
其
功
績
多
し
。
治
下
の
民
之
を
祁
る
者
あ
り
。
後
藩
の
勘
定

頭
と
な
強
）
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
間
部
忠
次
の
総
手
永
へ
の
転
勤
を
お
し
ん

で
、
彼
の
治
下
の
矢
部
手
永
の
人
び
と
約
三
○
○
人
が
熊
本
の
郡
代
宅
に
お
し

か
け
て
「
大
騒
勤
」
に
な
っ
た
の
で
、
当
座
の
し
の
ぎ
と
し
て
間
部
の
赴
任
が

延
期
さ
れ
た
が
、
結
局
一
○
月
二
五
日
に
は
決
定
ど
お
り
彼
ば
鯨
手
永
惣
庄
屋

に
転
出
し
て
い
る
。

＠
の
事
件
に
つ
い
て

こ
れ
は
「
義
民
七
兵
衛
」
の
事
件
で
あ
る
。
肥
後
藩
で
〃
義
民
″
（
Ⅱ
百
姓

濡
奮
〕
「
識
涛
羅
撰
簾
建
議
鮭

蔵
所
に
納
め
つ
上
あ
り
し
に
、
細
川
公
の
治
に
及
び
大
津
蔵
所
に
納
む
る
こ
と

坐
な
り
、
曾
っ
て
五
里
な
り
し
も
の
十
一
里
に
延
び
、
更
に
六
里
の
里
程
は
納

む
る
も
の
入
負
担
を
重
く
な
り
た
れ
ば
、
此
六
里
に
係
る
駄
賃
米
を
、
公
の
負

（
お
）

担
と
す
る
制
に
改
め
ら
れ
ん
こ
と
を
ふ
こ
と
」
で
あ
り
、
西
里
村
中
野
の
七
兵

衛
が
越
訴
し
た
結
果
、
「
小
国
だ
け
で
な
く
阿
蘇
郡
中
全
部
・
米
一
駄
（
二
俵
）

に
つ
い
て
米
六
升
四
合
拝
領
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
分
だ
け
上
納
米
か
ら
差

し
引
く
こ
と
に
な
っ
た
。
・
こ
れ
は
明
治
二
年
ま
で
続
け
ら
れ
、
七
兵
衛
の
お
か

．
（
面
〉

げ
で
阿
蘇
中
が
大
き
な
恩
恵
を
受
け
た
」
と
い
う
。

『
小
国
郷
史
』
は
、
そ
の
時
期
に
つ
い
て
「
義
民
七
兵
衛
の
処
罰
の
年
代

（
鯛
）

は
、
宝
暦
以
後
安
永
の
間
で
あ
ろ
う
と
思
う
」
と
し
て
お
り
、
『
青
木
年
表
』

も
そ
れ
に
よ
っ
て
い
る
が
「
玉
峯
寺
の
遥
去
帳
に
は
寛
政
八
年
七
月
二
十
力

（
胆
〉

日
と
あ
り
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
、
通
説
の
寛
政
八
年
こ
ろ
と
し
て
お
き
た

い
。

⑮
の
事
件
に
つ
い
て

花
岡
氏
著
書
で
は
文
政
二
年
閏
四
月
の
項
に
「
去
夏
、
非
常
之
早
勉
二
付
、

村
盈
水
論
差
発
分
水
之
箪
付
（
寵
）
数
百
人
之
小
前
く
を
蒜
埼

呼
出
候
所
よ
り
、
上
在
村
女
疑
を
生
、
大
勢
之
も
の
共
及
騒
動
候
様
成
行
」
と

あ
り
、
文
政
元
年
の
こ
と
と
判
断
さ
れ
る
が
、
『
肥
後
近
世
史
年
表
』
に
は
、

文
化
一
四
年
八
月
の
項
に
「
是
月
、
上
旬
菊
池
郡
深
川
・
河
原
両
手
永
に
水
論

起
り
、
御
郡
代
出
張
せ
し
も
効
な
く
、
遂
に
御
穿
盤
頭
以
下
目
付
・
横
目
等
三

十
余
人
九
月
一
五
日
よ
り
拙
謡
、
一
○
月
一
四
日
に
至
り
落
着
す
、
吟
味
か
受

く
る
も
の
千
三
百
人
に
及
ぶ
」
と
あ
る
。
た
ぶ
ん
同
一
事
件
と
思
わ
れ
る
が
、

再
発
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
い
で
も
な
い
の
で
、
今
後
の
検
討
に
ま
ち
た

い
。

⑳
⑰
の
事
件
に
つ
い
て

藩
が
商
業
統
制
の
た
め

八
代
の
猪
問
屋
に
猪
以
外
の
商
品
の
取
扱
い
を
禁

じ
た
た
め
、
上
・
下
松
求
麻
村
の
人
び
と
が
、
猪
と
同
時
に
舟
で
八
代
に
売
り

に
行
く
品
女
を
、
得
意
先
の
緒
問
屋
商
人
に
買
い
入
れ
て
も
ら
え
な
く
な
り
、

他
の
商
人
た
ち
に
安
く
買
い
た
た
か
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
と
通

り
の
自
由
売
買
を
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
、
両
村
の
人
び
と
が
行
動
を
お
こ
し

「
日
数
三
日
程
坂
本
川
原
江
大
勢
打
毒
…
…
八
代
御
城
・
高
田
御
会
所
江
茂
罷

（
狸
）

出
候
而
直
二
奉
願
上
度
」
と
強
訴
の
相
談
を
し
た
が
、
そ
の
時
は
庄
屋
を
は
じ

め
と
す
る
村
役
人
た
ち
の
説
得
で
．
一
応
解
散
し
た
。
続
い
て
五
月
は
じ
め
に
は

「
下
松
求
麻
村
之
内
古
田
川
原
二
、
両
松
求
麻
か
下
り
船
留
之
番
人
四
人
宛
差

－15－



出
」
、
づ
ま
り
八
代
へ
の
出
荷
阻
止
を
強
行
し
た
が
、
こ
れ
も
五
・
月
四
日
に
は

税
得
さ
れ
て
ひ
き
あ
げ
て
い
る
。

↓
・
も
ど
む
と
こ
の
両
村
は
、
「
田
方
と
申
候
面
剰
繊
計
、
惣
而
山
畑
勝
」
で
、

，
そ
の
収
穫
だ
け
で
は
「
半
年
之
根
物
茂
無
御
座
」
と
い
う
状
態
で
あ
り
、
ま
た

「
私
共
村
方
所
所
柄
産
物
を
以
、
従
前
営
御
年
貢
銀
上
納
、
井
艇
具
代
其
外
年

中
之
諸
用
皇
仕
来
候
」
と
記
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
年
貢
銀
上
納
の
た
め
に
も

生
活
の
必
要
上
か
ら
も
「
所
柄
産
物
之
茶
・
猪
・
薦
．
、
こ
ん
に
ゃ
く
芋
・
菜
種

子
・
薪
等
」
を
八
代
町
に
出
荷
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
か
っ
た
。
両
村
の
人
び
と

が
強
訴
や
出
荷
阻
止
ま
で
企
て
た
の
は
、
藩
の
商
業
統
制
凝
彼
ら
の
死
命
券

制
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
間
麗
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

』
四
一
摸
に
つ
い
て
の
考
察

く

つ
ぎ
に
、
別
表
に
記
し
た
八
二
件
の
一
撲
に
つ
い
て
、
青
木
虹
二
『
百
娩
一

渓
の
年
次
的
研
究
』
に
な
ら
っ
て
、
年
代
別
、
地
域
別
、
原
因
別
、
形
態
別
に

考
察
を
加
え
て
象
た
い
。

〔
年
代
別
に
ぷ
た
一
摸
〕
次
の
表
は
二
○
年
ご
と
の
一
摸
の
発
生
状
況
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
肥
後
藩
の
一
摸
は
一
七
世
紀
後
半
（
明
暦
ｌ

延
宝
頃
）
か
ら
増
加
し
は
じ
め
て
、
一
八
世
紀
中
ご
ろ
（
享
保
Ｉ
延
享
頃
）
に

・
は
第
畢
一
の
ピ
ー
ク
期
を
迎
え
る
が
、
そ
の
後
に
一
時
的
に
減
少
し
（
宝
暦
ｌ
明

蝿
和
頃
）
．
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
期
（
天
明
１
文
化
頃
）
に
最
大
の
発

・
生
作
数
を
示
し
、
以
後
は
ご
く
少
数
し
か
発
生
し
て
い
な
い
。
本
藩
の
政
治
史

・
経
済
史
な
ど
が
ま
だ
十
分
解
明
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
そ
れ
ら
と
関
連
づ
け

て
考
え
る
こ
と
は
か
な
り
困
難
で
あ
る
が
、
以
下
時
期
的
な
発
生
状
況
に
つ
い

て
、
少
し
く
検
討
し
て
承
た
い
。

年‘代別にみた－渓件劉
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玄
ず
、
一
僕
件
数
が
潮
加
し
は
じ
め
る
明
暦
ｌ
延
宝
の
時
期
の
肥
後
藩
は
ど

う
で
あ
っ
た
か
。
「
島
原
一
渓
鎮
圧
に
出
兵
し
て
う
け
た
人
的
・
物
的
大
損
害

に
ひ
き
つ
づ
き
、
長
崎
番
船
・
天
草
在
番
と
い
う
新
た
な
軍
役
負
担
に
加
え
て

寛
永
一
八
年
の
大
凶
作
と
正
保
四
（
一
六
四
七
）
年
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
船
来
航

の
際
の
長
崎
出
兵
と
い
う
、
い
わ
ば
挟
撃
を
う
け
て
、
た
ち
ま
ち
藩
財
政
は
破

綻
し
、
正
保
か
ら
延
宝
に
い
た
る
改
革
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
五

分
の
一
借
知
、
給
人
の
年
責
直
接
収
納
枢
の
収
公
、
「
諸
事
勘
定
奉
行
」
新
設

を
中
心
と
す
る
職
制
大
改
革
等
、
地
方
知
行
の
形
骸
化
と
財
政
制
度
の
整
備
群

進
め
た
の
で
あ
輪
）
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
最
初
の
財
政
危
機
を
迎

る
中

で
、
藩
体
制
を
確
立
す
る
努
力
が
な
さ
れ
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
財

政
危
機
に
際
し
て
、
擬
民
に
対
す
る
収
恋
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
が
、
一
渓
件
数

が
増
加
の
傾
向
を
示
す
よ
う
に
な
っ
た
理
由
で
あ
ろ
う
。

は
じ
め
の
ピ
ー
ク
を
示
す
の
は
享
保
Ｉ
延
享
頃
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
享
保
期

は
、
い
わ
ゆ
る
「
事
保
の
大
飢
鎧
」
が
お
こ
り
、
肥
後
藩
で
も
享
保
一
七
年
に

は
餓
死
者
が
六
一
二
五
人
、
同
一
八
年
に
は
「
去
年
よ
り
西
国
筋
大
飢
鰻
、
本

藩
で
も
野
の
草
ま
で
食
す
」
、
同
一
九
年
に
は
「
大
洪
水
の
被
害
一
一
宍
万
石
舞
』

と
打
続
く
災
害
の
上
に
、
「
か
か
る
非
常
事
態
に
処
す
る
能
力
と
誠
意
を
、
藩

主
と
そ
の
側
近
が
欠
き

．
（
中
噛
湯
水
の
如
く
浪
塗
し
提
め
、
そ
の
し

わ
よ
せ
が
民
衆
に
集
中
的
に
か
か
っ
て
き
た
の
が
、
一
侯
多
発
の
背
景
で
あ

る
。
つ
ぎ
に
延
事
期
は
延
事
三
・
四
年
に
集
中
し
て
い
る

こ
の
時
期
に
必
発

（
露
）

し
た
理
由
は
、
す
で
に
別
稿
に
記
し
た
が
、
郡
行
か
ら
惣
庄
屋
・
庄
屋
・
小
頭

に
い
た
る
諸
役
人
が
私
利
私
欲
を
は
か
っ
て
民
衆
に
苛
敏
訣
求
を
加
え
た
こ

と
、
，
ま
た
準
備
金
な
し
の
銀
札
が
発
行
さ
れ
て
経
済
が
混
乱
し
た
こ
と
な
ど
が

あ
げ
ら
れ
石
。
た
め
に
民
衆
は
「
皆
食
御
百
姓
を
仕
り
兼
ね
候
ひ
て
、
家
を
う

り
：
…
志
借
出
で
：
…
或
鴬
蕊
出
で
」
「
こ
こ
か
し
こ
嵐
れ
臥
し

て
、
餓
死
仕
り
候
者
日
食
多
御
座
候
」
と
い
う
状
態
に
お
い
つ
め
ら
れ
た
。
そ

の
よ
う
な
状
況
を
反
映
し
て
一
摸
が
多
発
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
僕
が
や

は
り
別
稿
に
記
し
た
ご
と
く
、
互
に
関
連
し
あ
っ
て
発
生
し
て
い
る
こ
と
が
注

目
さ
れ
愚
。

般
大
の
発
生
件
数
を
示
す
の
は
天
明
ｌ
文
化
頃
で
あ
論
。
天
明
期
は
全
国
的

に
凶
作
・
飢
餓
が
続
い
た
時
期
で
、
肥
後
藩
で
は
安
永
六
・
七
・
八
年
、
天
明

二
・
三
年
と
凶
作
が
続
き
、
天
明
六
年
に
は
大
風
で
損
毛
高
三
四
万
八
六
七
○
石

余
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
「
天
明
の
大
飢
瞳
」
の
時
期
に
あ
た

る
た
め
、
肥
後
藩
で
も
一
・
渓
が
多
発
し
て
い
る
。
こ
の
時
期
の
特
徴
は
都
市
騒

（
認
）

優
の
多
発
で
あ
る
。
こ
れ
は
全
国
的
な
特
徴
で
あ
る
が
、
肥
後
藩
で
も
一
三
件

の
都
市
騒
擾
の
う
ち
半
数
の
六
件
が
一
七
八
一
’
一
八
○
○
年
の
二
○
年
間
に

集
中
し
て
い
愚
。
つ
ぎ
に
享
和
ｌ
文
化
年
間
に
は
一
三
件
が
発
生
し
、
肥
後
藩

一
僕
の
最
昂
揚
期
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
期
の
藩
政
史
上
最
大
の
特
色
は
請
免

制
（
Ⅱ
定
免
制
）
の
実
施
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
⑳
の
事
件
に
つ
い
て
一

応
ふ
れ
た
よ
う
に
、
実
質
的
な
増
税
で
あ
っ
た
た
め
に
農
民
の
不
満
が
高
ま

り
、
す
ぐ
に
一
部
が
修
正
さ
れ
た
が
、
文
化
年
間
を
通
じ
て
二
○
万
石
前
後
の

（
鋤
）

損
毛
高
が
毎
年
記
録
さ
れ
る
状
況
の
中
で
、
農
民
に
大
き
な
犠
牲
を
し
い
る
も

の
で
あ
っ
た

、
こ
れ
に
つ
い
て
『
官
職
制
度
考
』
の
著
者
稲
斌
文
兵
衛
は
、
請

免
制
の
実
施
に
と
も
な
っ
て
、
村
役
人
の
廉
直
を
剥
す
役
で
も
あ
る
「
内
検
」

ア
フ
ラ

役
が
廃
止
さ
れ
だ
結
果
、
「
逐
年
民
の
審
膜
は
姦
吏
の
為
に
征
せ
ら
れ

村
里

（
帥
）
“

の
荒
亡
国
家
の
憂
と
な
る
。
ま
さ
に
大
息
す
べ
し
」
と
し
て
い
る
。
請
免
制
そ

の
も
の
に
反
対
す
る
事
件
は
⑮
一
件
だ
け
で
あ
る
が
《
享
和
ｌ
文
化
期
に
一
摸

が
多
発
し
た
背
紫
に
は
、
稲
塚
文
兵
衛
が
指
摘
す
る
よ
う
な
事
態
が
考
え
ら
れ

－17－



る
。
ま
た
、
ず
く
化
狂
陸
哩
の
一
綴
の
鞘
函
拶
の
一
こ
ほ
、
陵
咽
踊
声
の
一
混
一
の
命
影
謹
－
て
異

生
し
た
も
の
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
（
、
⑳
な
ど
）
・
こ
れ
は
文
化
八
年
二
月

に
豊
後
岡
藩
の
専
売
制
実
施
に
反
対
す
る
強
訴
が
、
周
辺
の
臼
杵
藩
・
延
岡
藩

・
佐
伯
藩
・
天
領
・
中
津
藩
な
ど
、
広
い
地
域
に
波
及
し
た
も
の
の
一
部
で
あ

る
。
こ
の
事
件
は
藩
庁
に
大
意
錘
衝
撃
を
与
え
た
よ
う
で
、
藩
内
の
全
惣
庄
屋

に
一
摸
の
防
止
方
を
命
じ
て
い
る
。

最
後
に
、
一
七
六
一
Ｉ
一
七
八
○
年
頃
（
明
和
ｌ
安
永
期
）
は
、
そ
の
前
後

に
く
ら
べ
る
と
発
生
件
数
が
非
常
に
少
な
い
。
こ
の
時
期
は
細
川
重
賢
の
い

わ
ゆ
る
「
宝
暦
の
改
革
」
の
時
期
に
あ
た
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
と
関
係
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
大
き
な
災
害
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
こ
と
も
そ
の
原
因

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
全
国
的
に
承
れ
ば
天
保
期
と
幕
末
慶
応
期
に
一
僕
の
最

多
発
生
期
を
迎
え
、
い
わ
ゆ
る
「
世
直
し
一
摸
」
と
称
さ
れ
る

侯
が
多
発
し

て
い
る
が
、
肥
後
藩
の
場
合
は
ほ
ん
の
数
件
し
か
象
ら
れ
な
い
の
は
、
年
代
別

に
見
た
場
合
の
殻
も
大
き
な
特
徴
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
よ
く
わ
か
ら
な
い

が

大
江
志
乃
夫
氏
は
「
近
年
諸
国
一
統
各
別
の
凶
作
之
内
、
御
国
は
可
也
作

並
打
統
、
大
坂
御
値
段
上
り
、
古
今
に
類
な
き
御
幸
福
に

文
政
十
一
年
よ

り
十
ケ
年
之
兄
撫
凡
五
十
六
万
両
余
・
」
と
い
う
、
大
坂
米
価
の
高
騰
に
よ
り
藩

（
地
）

財
以
が
救
わ
れ
た
か
ら
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
こ
と
と
関
連
し
て
、
明
治

一
○
年
に
熊
本
県
に
お
こ
っ
た
大
規
模
な
艇
民
騒
擾
を
「
世
直
し
一
摸
の
遅
れ

て
出
た
形
壁
と
す
る
爵
も
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
つ
け
加
え
て
お
き
た

い
。〔

地
域
別
に
ぶ
た
一
摸
〕
一
侯
の
地
域
的
な
発
生
状
況
に
は
、
あ
ま
り
は
っ
き

り
と
し
た
特
徴
は
み
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

側
八
代
町
の
周
辺
地
域
で
二
四
件

偶
矢
部
町
を
ヰ
心
に
上
益
城
淵
１
臓
酷
葡
剃
な
仏
借
刈
鰯
て
一
七
付

③
熊
本
町
・
川
尻
町
・
宇
土
町
と
そ
の
周
辺
部
で
一
四
件

以
上
の
三
つ
の
地
域
で
多
発
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
て
き
る
。

ま
ず
側
の
八
代
町
周
辺
で
あ
る
が
、
こ
こ
は
肥
後
藩
の
世
襲
三
家
老
の
筆

頭
、
松
井
家
の
知
行
地
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
①
現
坂
本
村
に
あ
た
る
上
・
下
松

求
麻
村
と
上
・
下
久
多
良
木
村
の
四
か
村
で
一
三
件
、
現
八
代
市
の
松
高
地
区

Ⅱ
江
戸
時
代
の
松
崎
村
と
高
子
原
村
の
両
村
と
⑧
現
東
勘
村
の
種
山
地
区
の
三

つ
の
地
区
に
集
中
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
①
の
現
坂
本
村
の
地
区
は
、
既
述
の

と
お
り
山
間
部
の
村
で
、
わ
ず
か
の
山
畑
と
山
地
の
特
産
物
、
そ
れ
に
球
磨
川

の
舟
運
に
従
事
す
る
こ
と
な
ど
で
生
計
を
た
て
て
お
り
、
「
無
高
者
」
も
多
い

所
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
他
所
へ
の
移
住
者
も
多
く
、
新
地
が
築
造
さ
れ
る
一

と
集
団
で
移
住
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
、
の
松
崎
村
・
高
子
原
村
は
そ
の
よ
う
８１

に
し
て
形
成
さ
れ
た
新
田
村
で
、
そ
の
地
先
に
文
化
一
三
年
に
高
島
新
地
が
築
一

造
さ
れ
る
ま
で
、
し
ば
し
ば
災
害
を
ク
け
た
不
安
定
な
村
で
あ
っ
た
。
＠
の
種

山
地
区
も
、
②
の
上
益
城
郡
ｌ
阿
蘇
郡
の
地
域
も
、
④
の
現
坂
本
村
と
同
様
な

山
間
部
で
あ
り
、
平
坦
に
比
べ
て
生
産
力
が
低
い
地
域
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
肥
後
藩
の
一
摸
多
発
地
域
は
、
③
の
熊
本
町
そ

の
他
の
都
市
騒
擾
発
生
地
を
除
く
と
、
山
間
部
ま
た
は
そ
れ
に
準
ず
る
低
生
産

（
鋤
）

地
域
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
生
産
力
が
低
い
場
合
、
少
し

の
打
撃
で
一
摸
に
た
ち
あ
が
ら
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
に
追
い
つ
め
ら
れ
や
す
い

と
い
う
こ
と
が
妓
大
の
原
因
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
ほ
か
に
、
平
地
部
の
村
落
に

く
ら
べ
て
外
部
と
の
交
沙
が
少
た
く
、
権
力
の
目
も
と
ど
き
に
く
い
こ
と
、
他

領
と
接
し
て
い
る
た
め
に
刺
激
を
ク
け
や
す
い
こ
と
（
と
く
に
阿
蘇
・
矢
部
な

ど
の
場
合
）
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
．



と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
一
つ
考
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。

史
料
の
制
約
の
問
題
で
あ
ふ
。
前
記
凹
働
を
多
発
地
域
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
．

仰
は
松
井
家
の
知
行
地
で
あ
る
た
め
に
、
熊
本
大
学
所
蔵
の
松
井
家
文
書
に
よ

っ
て
、
多
数
検
出
で
き
た
も
の
で
あ
り
、
②
の
地
域
に
つ
い
て
も
、
『
肥
後
藩

の
政
治
』
に
藤
岡
光
一
氏
所
蔵
文
書
な
ど
、
同
地
域
の
史
料
を
よ
く
収
め
て
い

る
こ
と
や
、
『
郷
党
歴
代
拾
穂
記
』
な
ど
の
す
ぐ
れ
た
年
代
記
が
残
さ
れ
て
い

た
た
め
に
、
多
数
の
・
一
渓
が
検
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
後
解
明
が
す
す
め

ば
、
他
に
も
「
多
発
地
域
」
が
設
定
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
あ
る
。

〔
原
因
別
に
象
た
一
摸
〕
一
摸
の
原
因
・
要
求
は
史
料
が
簡
鑓
す
ぎ
る
な
ど
一
の

事
情
で
、
明
確
五
な
い
場
合
も
多
い
。
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
分
類
し
て
染
る
と

側
庄
屋
・
惣
庄
屋
・
郡
代
な
ど
の
役
人
排
斥
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
も
の

二
九
件

②
年
貢
関
係
の
諸
要
求
一
三
件

③
銀
札
騒
励
・
川
舟
運
上
な
ど
商
業
・
流
通
関
係
の
要
求
一
四
件

㈱
凶
作
・
米
騰
・
飢
瞳
な
ど
に
よ
る
も
の
九
件

な
ど
が
主
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
側
と
岡
は
、
全
国
的
に
見
て
も
、
一
摸

の
要
求
の
う
ち
股
も
典
型
的
な
も
の
で
あ
り
、
全
時
代
に
わ
た
っ
て
平
均
的
に

見
ら
れ
る
も
の
で
、
肥
後
藩
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
⑧
の
一

摸
が
、
銀
札
騒
動
の
三
件
を
除
く
と
、
一
七
八
○
年
代
（
明
和
）
以
後
に
限
ら

れ
て
い
る
こ
と
は
、
肥
後
藩
に
お
け
る
商
品
貨
幣
経
済
の
進
展
度
と
関
連
し
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
最
後
に
側
は
天
明
の
大
飢
瞳
の
時
期
に
集
中
し
て

い
る
。

〔
形
態
別
に
ゑ
た
一
侯
〕
こ
れ
に
つ
い
て
も

史
料
の
制
約
で
分
類
に
困
難
を

感
じ
る
も
の
も
多
い
。
と
く
に
、
前
述
の
ご
と
く
「
越
訴
』
と
「
愁
訴
」
と
の
区
別
が

不
明
確
な
も
の
が
多
い
が
、
一
応
『
青
木
生
喪
』
に
し
た
が
っ
て
分
類
し
て
ゑ

る
と
、
八
二
件
の
う
ち
「
強
訴
」
お
よ
び
強
訴
未
遂
が
一
二
件
、
「
打
ち
こ
わ

し
」
八
件
、
「
逃
散
」
お
よ
び
逃
散
未
遂
六
件
、
「
越
訴
」
三
件
な
ど
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
他
の
も
の
と
合
わ
せ
て
考
え
る
と
、
比
鍵
的
弱
い
仔
動
形
態
の

一
摸
が
大
部
分
を
し
め
て
い
る
と
い
え
幕
。
こ
れ
ら
の
う
ち
一
強
訴
」
や
「
打

ち
こ
わ
し
」
な
ど
比
較
的
強
い
行
励
形
態
の
も
の
は
、
全
休
の
四
分
の
・
一
の
件

数
で
あ
る
が
、
後
半
期
に
多
発
し
て
お
り
、
や
は
り
時
代
が
さ
が
る
に
つ
れ
て

激
化
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
な
お
「
飛
散
」
は
全
国
的
な
傾
向
と
合

致
し
て
前
期
に
多
発
し
て
お
り
、
享
保
年
間
ま
で
に
限
ら
れ
て
い
る
。

Ｊ五
む
す
び
に
か
え
て

く

深
谷
克
己
氏
は
「
一
渓
に
お
け
る
訴
願
は
、
訴
願
一
般
で
は
な
い
。
（
中

略
）
訴
の
本
来
の
順
序
を
乱
し
て
、
惣
百
姓
が
徒
党
し
て
直
接
に
領
主
梅
力
に

対
し
て
違
法
な
訴
願
を
強
い
て
お
こ
な
う
こ
と
」
と
し
て
、
「
直
接
に
」
お
こ

な
う
「
違
法
な
訴
願
」
が
百
姓
一
摸
で
あ
る
と
し
て
、
合
法
的
た
訴
願
で
あ
る

羅
訴
」
は
除
外
し
て
』
蕊
こ
れ
に
対
し
て
へ
庄
司
吉
之
助
氏
は
愚
民
が

幕
府
お
よ
び
領
主
の
誌
政
策
に
反
対
し
、
そ
の
是
正
方
訴
え
、
さ
ら
に
撤
廃
を

要
求
し
、
一
村
も
し
く
は
幕
藩
領
内
一
帯
で
立
上
が
り
、
幕
藩
梅
力
に
対
抗
し

れ
闘
争
」
を
百
姓
一
渓
と
し
、
「
さ
ら
に
領
内
の
村
役
人
層
の
不
正
に
抗
議

し
、
罷
免
を
要
求
し
て

村
政
を
改
革
す
る
掴
動
や
村
内
の
豪
家
の
不
当
、
抑

圧
に
反
対
し
て
一
摸
し
、
打
ち
こ
わ
し
に
出
る
暴
動
も
百
姓
一
摸
の
蛎
囲
に
含

め
ら
れ
識
）
と
、
青
木
虹
二
氏
と
同
じ
よ
う
に
「
愁
訴
」
も
百
姓
一
渓
と
し
て

い
る
ｑ
こ
の
よ
う
に
、
百
姓
‐
一
侯
の
理
解
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
問
題
点
が
あ
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《
醜
）

ろ
が
拝
本
稿
で
は
い
ち
お
う
青
木
氏
等
の
説
に
よ
っ
て
、
一
侯
全
体
を
一
括
し

た
年
表
を
作
成
し
、
『
青
木
年
表
」
の
三
五
件
に
四
七
件
の
一
渓
を
追
加
す
る

こ
と
が
で
き
た
。

肥
後
藩
の
一
侯
は
、
内
容
的
に
承
る
と
「
愁
訴
」
「
不
穏
」
な
ど
が
大
多
数

で
あ
り
、
規
模
的
に
も
一
○
○
○
人
を
越
え
る
大
規
模
な
も
の
は
、
い
ま
の
所

⑲
が
唯
認
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
発
生
件
数
か
ら
見
れ
ば
、
八
二

件
と
全
国
で
も
多
発
地
に
位
置
づ
け
ら
れ
さ
Ｚ
ま
た
、
藩
内
で
最
も
多
い
件

数
を
示
す
八
代
郡
上
ｐ
下
松
求
麻
郡
の
農
民
闘
争
は
七
件
に
達
し
て
い
る
が
、

こ
の
地
の
一
僕
は
、
八
代
ま
で
大
勢
押
出
し
（
⑳
の
事
件
）
、
草
履
掛
に
群
集

し
（
＠
の
事
件
）
、
坂
本
川
原
に
大
勢
打
寄
せ
た
り
、
古
田
川
原
で
船
留
の
実

力
行
使
に
出
た
り
（
⑯
の
事
件
）
し
て
い
る
。
さ
ら
に
明
治
一
○
年
に
は
県
下

各
地
で
発
生
し
た
農
民
騒
擾
の
さ
き
が
け
の
事
件
を
、
一
六
○
○
名
の
多
数

（
鯛
）

（
一
戸
平
均
一
名
の
参
加
率
）
で
お
こ
し
て
お
り
、
椛
力
と
主
体
的
に
闘
い
ぬ

く
農
民
の
力
の
持
続
性
を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

最
後
に
命
今
後
の
肥
後
藩
の
・
一
侯
研
究
に
関
連
し
て
一
言
述
べ
て
お
き
た
い
。

今
ま
で
肥
後
藩
の
一
模
が
あ
ま
り
注
目
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
大
規
模
な
一
摸

が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
〃
義
民
〃
伝
説
も
七
兵
衛
の
場
合
の
承
し
か
伝
え
ら
れ
な

い
と
い
う
状
況
の
中
で
、
小
規
模
な
一
摸
や
簡
単
な
史
料
が
見
の
が
さ
れ
て
き

た
こ
と
も
一
つ
の
原
因
と
考
え
ら
れ
る
。
本
稿
で
扱
っ
た
一
侯
に
つ
い
て
ゑ
て

も
、
あ
る
程
腫
く
わ
し
い
こ
と
が
わ
か
る
の
は
、
＠
の
「
仏
原
騒
動
」
や
⑭
⑮
⑳

の
一
連
の
「
打
ち
こ
わ
し
」
に
つ
い
て
な
ど
ご
く
わ
ず
か
で
あ
り
、
他
の
大
部
分

の
事
件
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
断
片
的
な
史
料
し
か
見
わ
れ
な
い
。
た
と
え

ば
、
最
大
規
模
の
一
侯
で
あ
る
⑳
の
事
件
に
つ
い
て
す
ら
、
管
見
の
限
り
で
は

藩
庁
の
記
録
令
氷
青
文
庫
」
の
史
料
）
に
は
見
ら
れ
な
い
（
「
松
井
家
文
書
」

に
は
簡
単
な
記
録
が
あ
る
）
・
ま
た
一
摸
の
首
謀
者
は
多
く
処
刑
さ
れ
た
と
言

わ
れ
る
が
、
死
刑
者
に
関
す
る
記
録
で
あ
る
「
殊
伐
帳
」
（
別
表
の
註
２
）
に

は
、
初
期
の
一
侯
は
断
片
的
に
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
れ
も
、
の
宝
永
年

間
の
事
件
ま
で
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
一
渓
に
関
す
る
史
料
は
、
あ
る
い
は
意

（
抑
）

図
的
に
記
さ
れ
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
ほ
ど
少
な
い
。
し

か
し
、
今
ま
で
見
逃
が
さ
れ
て
き
た
史
料
で
も
注
愈
深
く
検
討
す
れ
ば
、
ま
だ

い
く
つ
か
の
一
摸
が
検
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
一
つ
一
つ
の
事
件
も
よ
り
明
ら

か
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
今
後
と
も
肥
後
藩
の
一
渓
の

解
明
に
少
し
ず
つ
で
も
努
力
し
て
い
き
た
い
の
で
、
大
方
の
御
教
示
・
御
叱
正

を
お
願
い
す
る
次
第
で
あ
る
。

註
（
１
）
な
お
、
熊
本
藩
政
史
研
究
会
編
『
熊
本
藩
年
表
稿
』
に
も
『
郷
党

歴
代
拾
穂
記
』
を
史
料
と
し
て
「
熊
本
に
て
銀
札
騒
動
起
る
」
と

し
て
い
る
が
（
一
五
六
頁
）
、
こ
れ
も
同
史
料
を
検
討
し
た
結

果
、
矢
部
で
起
っ
た
事
件
を
記
し
た
も
の
と
判
断
し
た
。

（
２
）
生
田
宏
『
肥
後
近
世
史
年
表
』
一
四
一
頁
参
照
○

（
３
）
青
木
虹
二
『
百
姓
一
渓
の
年
次
的
研
究
』
三
三
’
三
五
頁
、
同

『
百
姓
一
渓
総
合
年
表
』
六
八
一
頁
な
ど

（
４
）
な
お
島
津
軍
は
撤
退
時
に
多
く
の
百
姓
を
連
行
し
よ
う
と
し
た
よ

う
で
あ
る
。
矢
野
盛
経
『
新
編
葦
北
沿
革
史
』
に
は
津
奈
木
で

「
慶
長
五
年
十
二
月
六
日
、
又
薩
摩
よ
り
取
懸
、
男
女
連
れ
越
申

候
」
と
あ
り
（
八
二
頁
）
、
花
岡
興
輝
『
近
世
大
名
の
領
国
支
配

の
溌
造
』
に
は
水
俣
で
も
「
薩
摩
衆
取
懸
、
ひ
し
／
、
と
家
を
取

巻
へ
薩
摩
へ
召
連
可
参
候
由
申
二
付
耐
」
と
あ
る
（
九
一
二
頁
）
。

（
５
）
熊
本
県
史
料
集
成
第
二
集
『
肥
後
藩
の
政
治
』
八
九
頁
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（
６
）
拙
稿
「
延
享
四
年
の
芦
北
郡
の
百
姓
一
摸
に
つ
い
て
」
（
『
年
報

熊
本
近
世
史
』
昭
和
四
九
年
度
）

（
７
）
芦
北
郡
の
高
・
人
数
は
「
官
職
制
度
考
」
（
文
化
八
年
の
箸
）
に

よ
れ
ば
一
九
二
九
八
石
余
、
二
八
九
三
八
人
で
あ
る
（
『
肥
後
文

献
叢
書
』
第
一
巻
、
一
三
○
頁
）
。
な
お
、
明
治
一
○
年
の
有
名

な
「
阿
蘇
一
僕
」
で
は
参
加
人
数
八
八
八
六
人
で
、
当
時
の
阿
蘇

郡
の
戸
数
の
六
四
％
で
あ
る
。
（
水
野
公
寿
「
阿
蘇
一
摸
覚
え

書
」
Ⅱ
『
暗
河
』
第
・
一
二
号
）

（
８
）
森
田
誠
一
『
熊
本
県
の
歴
史
』
二
二
○
頁

（
９
）
森
下
功
『
肥
後
藩
手
永
・
惣
庄
屋
一
覧
』
一
二
頁

（
Ⅲ
）
佐
点
木
潤
之
介
編
『
日
本
民
衆
の
歴
史
（
４
）
百
姓
一
僕
と
打
ち

こ
わ
し
』
一
八
八
頁

（
Ⅲ
）
（
祖
）
（
喝
）
Ｑ
年
表
の
（
註
掴
）
の
「
求
麻
川
筋
運
上
一
件
記

録
縛
抜
」
。
な
お
、
こ
の
求
磨
川
舟
運
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
球

鱈
川
の
舟
運
と
坂
本
村
」
（
八
代
東
高
校
坂
本
分
校
郷
土
研
究
同

好
会
報
）
参
照

（
Ｍ
）
角
田
政
治
『
肥
後
人
名
辞
典
』
一
八
六
頁

（
巧
）
水
野
公
寿
「
ひ
と
つ
の
義
民
碑
」
（
『
熊
本
展
望
』
第
四
号
）
参

照

（
肥
）
阿
蘇
都
北
部
教
育
会
『
小
国
郷
土
誌
』
一
○
八
頁

（
〃
）
長
谷
部
保
正
「
義
民
七
兵
衛
」
（
「
熊
本
日
日
新
聞
』
昭
和
五
一

年
二
月
一
七
日
号
）

（
旧
）
禿
迷
鹿
『
小
国
郷
史
」
三
八
八
頁

（
Ｗ
）
、
（
〃
〕
に
同
じ

〆
句
二
塁
我
州
ｈ
Ⅲ
庇
プ
鞍
鐸
画
叩
又
糾
は
ユ
ノ
パ
イ
リ
‐
猛
剛
日
隅
ゴ
ュ
閥
刷
り
‐
掴
侭
理
工
山
一
、
ｊ
’
二
壱
歩
Ｌ
可
宰
一

○
頁

（
副
）
生
田
宏
『
肥
後
近
世
史
年
表
』
一
三
九
頁

（
翠
）
こ
の
項
の
引
用
は
す
べ
て
、
年
表
の
註
帖
の
「
先
例
略
記
」
に
よ

る
。

（
羽
）
山
口
啓
二
・
佐
点
木
潤
之
介
『
体
系
日
本
歴
史
（
４
）
幕
藩
体
制
』

六
一
頁

（
餌
）
細
川
藩
政
史
研
究
会
綿
『
熊
本
藩
年
表
稿
』
一
四
六
’
一
四
七
頁

（
邪
）
熊
本
県
史
料
集
成
第
二
集
『
肥
後
藩
の
政
治
』
七
一
頁

（
妬
）
前
註
（
６
）
に
同
じ

（
”
）
前
出
『
肥
後
藩
の
政
治
』
二
一
’
二
二
頁

（
羽
）
全
国
的
に
は
、
江
戸
時
代
を
通
し
て
都
市
騒
擾
は
年
平
均
二
、
四
件

な
の
が
、
天
明
期
に
は
一
○
、
五
件
と
、
圧
倒
的
な
多
さ
を
示
し

て
い
る
。
（
青
木
虹
二
『
百
姓
一
摸
総
合
年
表
』
付
録
三
六
頁
）

（
”
）
前
出
『
肥
後
近
世
史
年
表
』

（
釦
）
『
肥
後
文
献
叢
醤
』
第
一
巻
一
七
三
頁

（
訓
）
前
註
（
ｍ
）
書
の
、
各
惣
庄
屋
履
歴
の
文
化
一
○
年
五
月
の
項

（
魂
）
大
江
志
乃
夫
「
熊
本
藩
に
お
け
る
藩
政
改
革
」
（
堀
江
英
一
編

『
藩
政
改
革
の
研
究
』
四
○
頁
￥
な
お
鎌
田
浩
「
熊
本
藩
の
支
配

機
織
」
（
森
田
誠
三
編
『
肥
後
細
川
藩
の
研
究
』
八
三
頁
）
参
照
。

（
銅
）
花
立
三
郎
「
熊
本
近
代
史
研
究
の
成
果
と
課
題
」
（
熊
本
近
代
史

研
究
会
『
近
代
日
本
と
熊
本
』
二
三
七
頁
）
。
な
お
、
こ
の
幕
末

期
の
一
漢
発
生
件
数
が
、
本
当
に
こ
ん
な
に
少
な
い
の
か
疑
問
で

あ
る
。
史
料
の
制
約
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
事
件
も
多
い
の
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て
個
力
も
力
と
業
、
貴
Ｐ
．
＃
Ｚ
‐

（
弧
）
藩
別
の
一
僕
発
生
状
況
を
象
る
と
、
「
石
高
か
ら
い
っ
て
異
常
に

件
数
が
多
い
の
は
宇
和
島
・
篠
山
・
上
田
・
新
庄
な
ど
の
各
藩
」

で
、
「
こ
れ
ら
は
い
ず
も
山
間
地
帯
を
主
要
な
領
域
と
し
て
い

る
」
藩
で
あ
ぉ
。
（
青
木
虹
二
『
百
姓
一
渓
の
年
次
的
研
究
』
二

七
’
三
一
頁
）

（
調
）
深
谷
克
己
「
百
姓
一
撲
」
（
新
版
岩
波
識
座
『
日
本
歴
史
、
、
近

世
ａ
』
二
一
頁
）
。
な
お
、
村
方
騒
動
に
つ
い
て
は
「
順
法
的

な
訴
願
で
あ
っ
て
、
直
接
的
に
は
領
主
権
力
と
の
対
立
で
は
な

い
」
と
し
な
が
ら
も
、
。
「
村
請
年
貢
制
と
不
可
分
な
村
役
人
に
対

す
る
闘
争
と
し
て
理
解
」
す
る
な
ら
ば
、
「
幕
藩
制
国
家
支
配
に

対
す
る
農
民
闘
争
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
」
る
、
と
し

て
・
い
る
（
同
書
一
二
一
’
一
二
二
頁
）
・

（
鍋
）
庄
司
吉
之
助
「
百
姓
一
渓
」
（
『
プ
リ
タ
ニ
カ
国
際
百
科
辞
典
』

②
一
二
二
頁
）
・

（
”
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
常
識
に
よ
っ
て
「
違
法
な
」
訴
願

の
承
を
百
姓
一
僕
と
す
る
深
谷
氏
の
説
に
は
同
意
で
き
な
い
。
江

戸
時
代
の
艇
民
の
意
識
と
し
て
は
、
た
と
芽
「
合
法
的
」
で
は
あ

っ
て
も
、
〃
御
上
（
お
か
承
）
〃
に
対
抗
す
る
と
い
う
面
で
は

「
越
訴
」
も
「
愁
訴
」
も
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
ち
が
い
は
な
か
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
支
配
者
側
は
、
た
と
え
「
愁
訴
」
の
場
合
で

も
「
徒
党
」
す
な
わ
ち
違
法
な
も
の
と
し
て
処
嗣
で
き
た
で
あ
る

２

（
調
）
熊
本
県
史
料
集
成
第
二
一
集
『
明
治
の
熊
本
』
一
三
六
１
一
三
七

皇
ロ
配
刷
刻
銅
呈
蔵
佃

史
窓
（
徳
島
地
方
史
研
究
会
）
５
．
６

史
観
．
（
早
大
史
学
会
）
肥
１
％

史
学
研
究
（
広
島
史
学
研
究
会
）
一
二
五
’
二
一
二

人
文
学
（
同
志
社
大
人
文
学

）
一
二
七
・
二
一
八

史
元
（
日
本
古
代
史
研
究
会
）
汐

神
道
教
学
論
敬
ｌ
小
野
祖
教
博
士
古
稀
記
念
号
ｌ

史
苑
（
立
教
大
史
学
会
）
妬
の
２
．
妬
の
１

史
学
会
報
”

史
泉
“
ｌ
釦

史
測
二
二
’
二
三

頁
、
同
第
一
三
集
『
西
南
役
と
熊
本
』
一
六
五
１
一
六
六
頁
。
な

お
処
罰
さ
れ
た
人
数
は
一
二
七
○
名
で
あ
る
（
水
野
公
寿
「
明
治

十
三
年
矢
部
郷
の
騒
擾
」
（
熊
本
近
代
史
研
究
会
『
近
代
熊
本
』

第
一
二
号
）

（
”
）
た
と
え
ば
「
伊
藤
石
之
助
・
大
塚
仙
之
助
の
乱
」
も
、
重
要
な
事

件
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
が
〃
発
見
″
さ
れ
た
の
も
般
近
の
こ
と

で
あ
る
（
鎌
田
浩
「
天
保
期
熊
本
藩
政
と
初
期
実
学
党
」
Ⅱ
『
熊

本
史
学
』
第
四
三
号
所
収
、
松
浦
玲
『
横
井
小
楠
』
九
頁
以
下
）
。

な
お
、
こ
の
「
伊
藤
石
之
助
・
大
塚
仙
之
助
の
乱
」
に
も
六
七
名

の
百
姓
の
参
加
が
ゑ
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
農
民
は
、
計
画
に
つ
い

て
は
全
然
知
ら
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
模
様
な
の
で
、
百
姓
一
摸

（
打
ち
こ
わ
し
）
的
な
要
素
は
な
か
っ
た
も
の
と
考
易
ら
れ
る
。

（
別
表
の
註
２
の
「
訣
伐
帳
」
の
関
係
記
事
）
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